
 

 

社会福祉法人つくし会 役員等報酬規程 

（目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人つくし会（以下「当法人」という）定款第８条及び第

２１条の規程に基づき、役員（理事及び監事）及び評議員（以下「役員等」とする）、

その他委員の報酬等について定めるものとする。 

 

（報酬の支給） 

第２条 当法人は、役員等の職務執行の対価として報酬を支給することができる。 

 

（報酬額・年度総額の決定） 

第３条 役員等の報酬は、評議員会において定める報酬の支給基準に従って算定した額を

報酬として決定する。 

 ２ 役員等の報酬の決定は、評議員会の決議によって定められた年度総額の範囲内にお

いて評議員会で決定するものとする。 

 ３ 役員等の１回の報酬・年度総額は【別表１】とする。 

 ４ 施設長等の施設職員が役員の場合は支給しない。 

 

（報酬額の支給基準） 

第４条 当法人の役員等の報酬額は評議員会で決定する。 

 ２ 役員等報酬支給は、理事会・評議員会・監事会や、法人及び施設の出納調査・指導

監査・運営推進会議など法人業務に出席した場合に支給する。 

 

（交通費） 

第５条 つくし会の旅費規程に基づいて支給する。 

 

（旅費等） 

第６条 法人業務における出張等の旅費については、つくし会旅費規程を準用する。 

 

（公表） 

第７条 当法人は、この規程をもって、社会福祉法人第５９条の２第１項第２号に定める

報酬等の支給の基準として公表するものとする。 

 

（改 廃） 



 

 

第８条 本規程の改廃は、評議員会の議決を経て行う。 

 附 則 

１. この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

２. 平成３１年２月８日改正同日施行。 

３. 令和５年６月８日改正同日施行。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

【別表１】 

 

役    員 １回の報酬／1 人 年 度 総 額 備    考 

理    事 ５,０００円 ３００,０００円 理事会出席等 

監    事 ５,０００円 １５０,０００円 理事会・評議員会・監事会等出席 

評 議 員 １０,０００円 ２００,００0 円 定時評議員会・評議員会出席 

評議員選任・解任委員 ３,０００円 １０,０００円 委員会出席 

運営推進委員 ２,０００円 １５０,０００円 委員会出席 

オンブズマン委員 ２,０００円 ５０,０００円 委員会出席 

※「運営推進委員」「オンブズマン委員」の報酬は、各施設の支出とする。 


